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議題２ 地域包括支援センター及び運営協議会について 

 

○地域包括支援センターについて 

１ 地域包括支援センターとは（法的根拠） 

 介護保険法（第 115条の 46） 

（地域包括支援センター） 

第 115条の 46 地域包括支援センターは、第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者

に係るものを除く。）及び第 115条の 45第 2項各号に掲げる事業（以下「包括的支援事

業」という。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的とする施設とする 

 

２ 名称・担当地区（白井市地域包括支援センター運営事業実施要綱より） 

 名称 位置 担当地区 

白井中央地域包括支援 

センター 

白井市復 1123 

(保健福祉センター1階) 

白井第一小学校・白井第二小学校、

七次台小学校、桜台小学校の区域 

西白井駅前地域包括 

支援センター 

白井市清水口 1-2-1 

(西白井複合センター1階) 

白井第三小学校、大山口小学校、清

水口小学校の区。 

白井駅前地域包括 

支援センター 

白井市堀込 1-2-2 

(白井駅前センター1階) 

南山小学校、池の上小学校の区域 

 

３ 職員の配置（白井市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例） 

 センターが担当する区域における第 1号被保険者の数がおおむね 3,000人以上 6,000人未満

ごとに、常勤の職員として主任ケアマネジャー等 1名、社会福祉士等 1名、保健師等 1名 

  

４ 地域包括支援センターの具体的な事業業務 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業  

① 第１号介護予防支援事業（第 115条の 45第 1項第 1号） 

要支援者及び事業対象者等に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その

心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第１号訪問

事業、第１号通所事業、第１号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効果的に

提供されるよう必要な援助（ケアマネジメント）を行う事業。 
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（２） 包括的支援事業  

① 総合相談支援事業（第 115条の 45第 2項第 1号） 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが

できるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉

サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うもので、初期段階での相談対

応及び継続的・専門的な相談支援、その実施に当たって必要となるネットワークの構築、

地域の高齢者の状況の実態の把握を行う。 

② 権利擁護事業（第 115条の 45第 2項第 2号） 

地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、

適切なサービス等につながる方法が見つからないなどの困難な状況にある高齢者が、地

域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点か

らの支援を行うもので、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高

齢者虐待への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を

図る。 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（第 115条の 45第 2項第 3号） 

地域における多職種相互の連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する

支援、サービス計画（ケアプラン）の検証等を行うもので、地域ケア会議等を通じた自

立支援に資するケアマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域にお

ける介護支援専門員のネットワークの構築、介護支援専門員に対する日常的個別指導・

相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例や指定介護予防支援等への指導・助

言を行う。 

地域ケア会議の実施 

医療・介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長など地域の多様な関係者が協

働し、介護等が必要な高齢者が住み慣れた住まいでの生活が継続できるよう地域全体

で支援するために開催する。 

 

※このほか、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業

の実施主体との間で緊密に連絡・調整できる体制を確保することが必要。 

 

（３） 指定介護予防事業 

要支援１・２と認定された者のうち予防給付を利用するものに対する介護予防支援（ケ

アマネジメント）業務。 
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○地域包括支援センター運営協議会について 

 

１ 地域包括支援センター運営協議会とは（法的根拠） 

地域包括支援センターの設置者については、「包括的支援事業を実施するために必要なもの

として市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。」（法第 115条の 46第 5項）と

されており、市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例で、「白井市地域包括

支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければな

らない。」と定めています。 

センターの設置及び運営に関しては、運営協議会が関与すべきことを規定しており、セン

ターにおける各業務の評価等を行うことで、センターが適切、公正かつ中立に運営されてい

るかを協議等する場となります。 

 （白井市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例） 

（基本方針) 

第３条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施す

ることにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第２４条

第２項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービ

ス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、

住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならな

い。 

２ 地域包括支援センターは、白井市地域包括支援センター運営協議会（白井市附属機関

条例（平成２４年条例第２４号）別表に定める白井市地域包括支援センター運営協議会

をいう。以下「地域包括支援センター運営協議会」という。）の意見を踏まえて、適切、

公正かつ中立な運営を確保しなければならない。 

 

２ 運営協議会構成員 

（厚生労働省通知「地域包括支援センターの設置運営について」より抜粋） 

運営協議会の構成員については、次に掲げるところを標準とし、センターの公正・中立性

を確保する観点から、地域の実情に応じて市町村長が選定する。 

① 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体（医師、歯科医師、看

護師、介護支援専門員等） 

② 介護保険の被保険者（第１号及び第２号） 

③ 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 

④ 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者 

なお、運営協議会には会長を置くこととし、会長は、構成員の互選により選任する。 
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３ 所掌事務 （上記通知抜粋） 

運営協議会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

(１) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。 

① センターの担当する圏域の設定 

② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又はセンタ

ーの業務の委託先法人の変更 

③ センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施 

④ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の

選定等 

⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断し

た事項 

 

(２) センターの職員配置基準に関すること ※白井市は適用なし 

① センターの職員配置基準について常勤換算方法を適用すること 

② センターの職員配置基準について施行規則第 140条の 66第１号ロに定める複数のセ

ンターの担当する区域の第１号被保険者数を合算することを適用すること（効果的な包

括的支援事業等の実施のための各センターの役割分担やＩＣＴの活用を含めた情報共

有・相互支援等の手法等を含む。） 

③ センターの職員配置基準について施行規則第 140条の 66第１号ハに定める小規模自

治体等における特例を適用することセンターの担当する圏域の設定 

 

(３) センターが総合相談支援事業の一部委託を行うことに関すること ※白井市は適用なし 

運営協議会は、一部委託の内容が適切かどうか、次に掲げる事項等をもとにセンターの

設置者に対して意見を述べるものとする。 

① 事業所の名称及び所在地 

② 事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間 

③ 事業を担当する職員の職種及び員数センターの運営に関すること。 

 

（４） センターの行う業務に係る方針に関すること。 

運営協議会は、センターの運営方針及び総合相談支援事業の一部委託方針の内容の適切

性や見直しの必要性等について、市町村に対して意見を述べるものとする。 
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(５) センターの運営に関すること。 

① 運営協議会は、毎年度、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。 

イ 当該年度の事業計画書及び収支予算書 

ロ 前年度の事業報告書及び収支決算書 

ハ その他運営協議会が必要と認める書類 

② 運営協議会は市町村の評価の方針に基づいて、事業が適切に実施されているかどう

か、別に定める指標を踏まえて市町村が作成した基準に基づき、定期的に又は必要な時

に、事業内容等を評価するものとする。 

③ 上記のほか、市町村が必要と認めるもの 

 

(６) センターの職員の確保に関すること 

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、

地域の関係団体等の間で調整を行う。 

 

(７) その他の地域包括ケアに関すること 

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括

支援ネットワークを支える地域の社会的資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項

であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。 

 

４ 事務局 （上記通知抜粋） 

  運営協議会の事務局は、市町村に置く。 

 

５ 会議の運営 （上記通知抜粋） 

  運営協議会の開催方法については、対面による開催に限ら 

ず、ＩＣＴ等を活用した遠隔での開催や書面開催等地域の実情に応じて柔軟に取り扱うことが

できる。 

 

６ 厚生労働省Ｑ＆Ａより 

Ｑ 運営協議会の位置づけ及び市町村との関係は。 

Ａ センターの設置・変更・廃止などに関する最終的な決定は、市町村が行うものであり、

運営協議会は、市町村がこうした決定を行うに際して、センターの円滑かつ適正な運営を

図るため、事業者・職能団体や被保険者などから意見を聴取する「場」である。すなわち、

運営協議会は、実際に行政の執行権限を持ち、自ら決定するような機関というものではな

く、市町村の適切な意思決定に関与するものである。 
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○地域包括支援センター運営協議会について ３（２）及び（３）に関する補足資料 
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